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人 事 委 規 則 

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 規 定 に 基 づ

き 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 （ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま

す 。 

  平 成 三 十 年 十 月 二 十 六 日 

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長  竹  川  博  子   

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 （ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 （ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 八 条 第 一 号 中 「 三 千 三 百 円 」 を 「 三 千 五 百 五 十 円 」 に 、 「 二 千 六 百 八 十 円 」 を 「 二 千 八 百 八 十 円 」 に 改 め

る 。 

   附 則 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公

布 し ま す 。 

  平 成 三 十 年 十 月 二 十 六 日 

三 重 県 病 院 事 業 庁 長  長 谷 川  耕  一   

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 

   三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規

程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 十 七 条 第 一 項 中 「 医 師 、 薬 剤 師 、 診 療 放 射 線 技 師 、 臨 床 検 査 技 師 、 」 を 削 り 、 同 項 第 一 号 中 「 助 産 師 、 看 護

師 、 准 看 護 師 等 の 勤 務 時 間 」 を 「 そ の 勤 務 時 間 」 に 、 「 六 千 六 百 円 」 を 「 七 千 三 百 円 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 を 削

り 、 同 項 第 三 号 中 「 三 千 三 百 円 」 を 「 三 千 五 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 二 千 六

百 八 十 円 」 を 「 二 千 八 百 八 十 円 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と す る 。 

附 則 

１ こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る

条 例 施 行 規 程 （ 以 下 「 新 管 理 規 程 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

２ 改 正 前 の 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 に 基 づ い て 平 成 三 十 年 四 月

一 日 以 後 の 分 と し て 支 給 さ れ た 手 当 は 、 新 管 理 規 程 の 規 定 に よ る 手 当 の 内 払 と み な す 。 
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